
大
切
な
森
林
資
源
の
適
切
な
管
理
を

市
で
は
森
林
経
営
管
理
制
度
に
基
づ
き
意
向
調
査
を
進
め
て
い
ま
す

問
い
合
わ
せ
農
林
水
産
課
林
業
水
産
振
興
室　
☎
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‐
２
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１
１
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線
３
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０

　

村
上
市
は
総
面
積
の
約
85
％
が
森
林
で

す
。
森
林
は
木
材
を
生
産
す
る
だ
け
で
な
く
、

土
砂
災
害
な
ど
の
発
生
リ
ス
ク
を
低
減
す
る

役
割
や
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
源
と
し
て
の
役

割
が
あ
り
ま
す
。

　

人
工
林
は
、
人
が
手
を
加
え
続
け
な
け
れ

ば
効
率
よ
く
成
長
せ
ず
に
木
材
と
し
て
の
価

値
が
下
が
り
、
ま
た
、
森
林
が
本
来
持
つ
生

物
多
様
性
の
保
全
機
能
や
災
害
防
止
の
機
能

が
低
下
し
て
し
ま
う
た
め
、
適
切
な
管
理
を

続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

 

森
林
経
営
管
理
制
度
と
は

　

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
、
新
た
な
森
林

管
理
シ
ス
テ
ム
「
森
林
経
営
管
理
制
度
」
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
の
制
度
で
は
、
適

切
な
経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
人
工
林

を
市
が
仲
介
役
と
な
っ
て
森
林
所
有
者
と
林

業
経
営
者
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
適
切
な
森
林

整
備
を
進
め
る
た
め
の
制
度
で
す
。

① 

放
置
さ
れ
て
い
た
森
林
が
活
用
さ
れ
、
地

メ
リ
ッ
ト

域
経
済
の
活
性
化
が
期
待
で
き
ま
す
。

② 

山
林
の
荒
廃
を
解
消
し
、
伐
採
後
の
再
造

林
が
促
進
さ
れ
、
土
砂
災
害
の
発
生
リ
ス

ク
が
減
り
ま
す
。

③ 

森
林
所
有
者
は
、
市
が
仲
介
す
る
こ
と
に

よ
り
、
安
心
し
て
所
有
森
林
の
管
理
を
任

せ
ら
れ
ま
す
。

④ 

林
業
経
営
者
に
所
有
森
林
の
経
営
管
理
を

委
ね
る
こ
と
で
、
所
有
林
か
ら
収
益
の
確

保
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

 �

森
林
所
有
者
の
皆
さ
ま
に
意
向

調
査
を
行
い
ま
す

　

対
象
者
に
対
し
、
植
栽
後
に
整
備
が
さ
れ

て
い
な
い
ス
ギ
な
ど
の
森
林
の
管
理
方
法
に

つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
聞
き
取
り
を

し
ま
す
。
市
に
経
営
管
理
を
委
託
し
た
い
と

回
答
し
た
人
の
森
林
を
取
り
ま
と
め
、
以
下

の
①
、
②
に
分
類
し
ま
す
。

①
林
業
経
営
に
適
し
た
森
林

　

市
に
経
営
管
理
の
委
託
を
希
望
さ
れ
る
森

林
で
、
収
益
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た
森
林

は
、
林
業
経
営
者
に
よ
り
森
林
整
備
の
計
画

を
作
成
し
て
も
ら
い
所
有
者
同
意
の
も
と
で

整
備
を
行
い
ま
す
。
木
材
の
販
売
に
よ
り
利

益
が
で
た
場
合
に
は
、
林
業
経
営
者
か
ら
金

銭
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
財
源
は
、
国
の
民
有

林
造
林
補
助
事
業
を
活
用
し
て
、
林
業
経
営

者
が
森
林
整
備
を
行
い
ま
す
。

②
林
業
経
営
に
適
さ
な
い
森
林

　

現
状
で
は
収
益
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
た

森
林
は
、
市
が
自
ら
管
理
を
行
い
ま
す
。
伐

採
に
よ
る
収
益
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
土
砂
災

害
や
鳥
獣
被
害
な
ど
の
原
因
に
な
り
に
く
い

健
全
な
森
林
へ
と
誘
導
い
た
し
ま
す
。
財
源

は
、
森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
て
、
市
が

業
務
委
託
に
よ
り
森
林
整
備
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
に
経
営
の
委
託
を
希
望
し
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
森
林
の
状
態
に
よ
っ
て
は

委
託
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※ 

い
ず
れ
の
場
合
も
所
有
権
は
そ
の
ま
ま
で
、

固
定
資
産
税
も
引
き
続
き
森
林
所
有
者
の

ご
負
担
に
な
り
ま
す

　

 

森
林
所
有
者
の
皆
さ
ま
へ

　

意
向
調
査
は
、
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て

い
な
い
人
工
林
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。
令

和
元
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
市
内
全
地
区

の
調
査
が
完
了
す
る
ま
で
10
年
程
度
を
要
す

る
見
込
み
で
す
。

　

今
後
も
森
林
所
有
者
の
皆
さ
ま
を
対
象
に

意
向
調
査
や
地
元
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
お
知
ら
せ
が
き
ま
し
た
ら
積
極
的
に
ご

参
加
い
た
だ
き
、
森
林
の
適
切
な
管
理
に
ご

理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

経営管理が行われていない森林について、
村上市が仲介役となり、森林所有者と森林経営者を繋ぐシステムを構築

村上市役所

林業経営者

森林所有者
市が直接管理
（業務委託）

④�森林経営に
　適さない森林

③森林経営に
　適した森林

②経営管理の
　委託

①意向の調査

❶

❷

❸

❹

森林経営管理制度Ｑ＆Ａ

Ｑ�．これまで経営管理してきた
所有者から森林を取り上げる
のですか？
Ａ ．いいえ。現在、経営管理さ
れている森林は、これまでど
おり、所有者による経営管理
を支援することとしており、
取り上げることはありません。

Ｑ�．経営管理を市に委託すると
は、どこまでの範囲となるのか。
Ａ ．経営管理とは林業における
「造林」、「保育」および「伐採」
といった森林施業を指します。
また、あくまでも立木の管理
を委託するだけで、土地の管
理（固定資産税の納税など）
は今までどおり所有者自身で
行っていただきます。

Ｑ�．森林の伐採を強要されるの
ですか？
Ａ ．いいえ。所有者の意向を無
視して伐採することはありま
せん。森林を管理する方針は、
所有者の意向を踏まえて作成
することとなります。

Ｑ�．人工林以外の森林も管理し
て欲しい。
Ａ ．本制度では、手入れを必要
とする人工林を対象としてい
ることから、天然林（雑木など）
については、必要な場合を除
き、管理を受けることはあり
ません。

Ｑ�．今回、調査の対象となった
森林について、市へ売却や寄
附などを考えているが受けて
くれるのか。
Ａ ．いいえ。今回の制度はあく
までも立木の管理のみを委託
するものであるため、市への
売却や寄附などは対象外とな
ります。

▲林業経営者により伐採され出荷される丸太 ▲令和３年度に間伐したお城山の林内
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